
洪水流下の支障となるため伐木した河川内樹木を引き取ってくださる方を募集してい
ます。引き取りを希望される方は武雄河川事務所の各出張所までお申し込みください。

① 申込書の提出

・「伐⽊引取申込書」を上記各出張所にご提出ください

・申込書は上記各出張所または武雄河川事務所HPにあり
ます。(http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/)

※申込受付は平⽇9時から17時までとなります

② 引取可能⽇時・場所等のお知らせ

・申込書受付後、担当者より詳細についてご連絡いたします

※引取可能⽇時は平⽇9時から17時までとなります

③ お受け取り

・軽トラック等の運搬⾞で各保管場まで来て頂き現地でお受
け取りください

・積込運搬は引取希望者各⾃で⾏ってください

小城市牛津町上砥川一本松47-9
電話：0952-66-0315

唐津市原1754
電話：0955-77-1735

伐木の取引方法

●引取可能となる時期は各保管場ごとに異なります

詳しくは上記までお問い合わせください

●伐採⽊（主にヤナギです）は0.3m〜1.0m 程度の

⻑さに切断して保管しています(直径10〜40cm)

●配布量は、原則お⼀⼈様軽トラック１台程度までと

させていただきます

●先着順で配布させて頂き、伐採⽊が無くなり次第、

終了とさせて頂きます

●転売など営利⽬的での引き取りはお断りいたします

●配布後の伐採⽊について当⽅では⼀切の責任を
負いません。⼀度引き取られた⽊は返却もできません
ので、よくご理解の上ご利⽤ください

ご留意頂きたい事項

保管状況

お申し込み受付及びお問い合わせ先

平成２６年５月３０日付 武雄河川事務所

松浦川出張所 牛津出張所

保管状況



伐 採 木 申 込 書 

 

提 出 先  

(○ を つ け る )  

松 浦 川 出 張 所 ・ 牛 津 出 張 所  

申 込 年 月 日 平 成   年   月   日  

氏 名              印  

電  話  番  号   

申 込 者 住 所       市 ・ 町   

 

 

利 用 目 的 薪 ・ そ の 他 （    

 

）

希 望 数 量 軽 ト ラ ッ ク    台 分  ※  

※ 原 則 お 一 人 様 軽 ト ラ ッ ク １ 台 分 で お 願 い し た い と 考 え て

お り ま す が 、 希 望 者 少 数 の 場 合 な ど 、 増 数 が 可 能 と な る 場

合 も あ り ま す の で 、 最 大 の 希 望 数 量 を 記 入 く だ さ い 。  

 

【 注 意 事 項 】  

○  必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 受 付 先 の 各 出 張 所 ま で 提 出 し て く だ さ い 。  

○ 申 込 書 受 付 後 、 担 当 者 よ り 引 取 可 能 日 時 ・ 場 所 等 の 詳 細 に つ い て 連

絡 い た し ま す 。 連 絡 が あ り ま し た ら 軽 ト ラ ッ ク 等 で 各 伐 木 保 管 場 ま

で 来 て 頂 き 、 伐 木 を お 受 け 取 り く だ さ い 。  

○ 積 込 運 搬 は 引 取 希 望 者 各 自 で 行 っ て 頂 く こ と に な り ま す の で 、 あ ら

か じ め ご 了 承 く だ さ い 。  

○ 転 売 な ど 営 利 目 的 の 伐 木 引 き 取 り は お 断 り し ま す 。 ご 自 宅 な ど で の

個 人 利 用 に ご 活 用 く だ さ い 。  

○ 一 度 持 ち 帰 ら れ た 伐 木 は 返 却 で き ま せ ん 。  


